
◇ 危険な盛土等を規制するため、 「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）」が

令和５年５月２６日に施行されました。

◇ 秋田県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和７年５月２６日に指定し、規制を開始して

います。

◇ 令和７年５月２６日以降に一定規模を超える盛土等を行う場合、あらかじめ許可等が必要と

なります。

◇ 土地所有者等には盛土等を安全に保つ責務が課せられます。

県内全域が規制区域となります

■ 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等

に危害を及ぼしうるエリア

■ 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件か

ら、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

※秋田市(中核市)の区域内は「秋田市」が規制を行います

秋田市

※手続きの詳細等はウェブサイトでご確認ください

秋田 盛土規制法

許可申請から工事完了までの流れ

※一定規模を超える盛土等が対象です。
背景図出典：電子地形図(タイル)
「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 274」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を
得なければならない。」

秋田県

QRコード

自動的に生成された説明

令和７年５月２６日から秋田県全域※で

盛土規制法による規制が始まりました！

「盛土等には許可が必要です！」
※秋田市(中核市)の区域内は「秋田市」が規制を行います

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007503/1039204.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/85540


2. 区域・規模ごとに必要となる手続き

宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

   

許可 届出

許可 許可

区域
規模 【適用除外】

■災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事は
 許可・届出不要
 （例）採石法、土地改良法等の他法令で許可等を受けている工事

■道路、河川その他政令で定める公共の用に供する施設は法の規制対象外

誰が許可申請を行う必要がありますか？Q1

工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)が許可申請を行う必要があります。

Q&A

Q２

秋田県HPにて、土地の所在地ごとの窓口情報や申請の手引きを掲載しています。該当する届出先区分を確認のうえ、

記載する対応窓口へご提出ください。

1. 規制対象行為

規制対象行為と必要な手続き

※対象厚さ30cm超

※対象厚さ30cm超

【このリーフレットに関するお問合せ先】
秋田県建設部都市計画課  018-860-2441

秋田 盛土規制法 ※秋田市の区域に関することは
 →秋田市都市整備部都市計画課
   018-888-5764

土を掘るのが好きなモグラの子
“キリコちゃん”

土を盛るのが好きな
モグラの子“モリオくん”

例えば、道路沿いの平地や農地等に、看板や標識の設置もなく造成された盛土等は、不審な盛土の可能性があります。

気になることがありましたら、以下QRコードに通報窓口を用意していますので、こちらからお知らせください。

事前相談や許可申請書を提出する窓口はどこですか？

あやしい盛土を見つけたらどうすればよいですか？Q３

危険な盛土等の通報窓口はこちら↓ 通報対象の例

出典：国土交通省 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言）別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」より

道路沿いに標識の設置も
なく造成された盛土

盛土に割れが生じ崩壊し始めている

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007503/1039204.html
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